
大野市男女共同参画推進委員会の役割

男女共同参画推進委員会とは

本委員会は、大野市男女共同参画推進条例第 15 条の規定に基づき、大野市男女共同参画推

進委員会設置要綱により定め、設置しています。

大野市の男女共同参画推進に関する施策の策定や実施を目的とし、以下の事項について、

協議し、市長に提言することとしています。

・基本計画の策定に関すること ※基本計画＝第 3次大野市男女共同参画プラン

・基本計画の推進に関すること

主に協力いただいていること

・基本計画の策定及び推進

⇒ 委員が所属している各団体や市民の方々に対する男女共同参画の事業啓発や推進

・基本的な方針・施策・重要事項等についての審議及び提案

⇒ 国に準拠して市の条例等を変更する際に、内容を審議

・市の施策の実施状況確認

⇒ 市が男女共同参画のために、実施を検討している事業の内容に対する意見や提案

・市民への事業の啓発及び研修等への参加呼びかけ

今回新たにご協力いただきたいこと

令和３年３月に策定された「第３次大野市男女共同参画プラン」の推進期間は令和３年度

～１２年度の１０年間であり、社会状況の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、必

要に応じて見直しを行うこととしている。この中間年度にあたる令和７年度にプランの見直

しを行いたいため、委員各位から意見等をいただきたい。

協力団体

男女共同参画の市民への浸透や意識啓発については、「大野男女共同参画ネットワーク」に皆様

にご協力いただいています。

参考

●男女共同参画に関する条例等

・男女共同参画社会基本法（平成 11年 6 月 23 日制定）

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年 9 月 4日制定）

・大野市男女共同参画推進条例（平成 18 年 3 月 27 日制定）

・大野市男女共同参画推進委員会設置要綱
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資料１



（仮称）未来ユニティープロジェクトについて

委員会の愛称

「男女共同参画推進委員会」という名称が堅い印象を与えるため、委員会に親しみやすい

愛称を付けることで、柔らかなイメージを打ち出したいと考えている。今回事務局から（仮

称）「未来ユニティープロジェクト」を候補として提案させていただきたい。

※ユニティーは、団結や結束を意味した言葉

委員会というカタチにとらわれず、自由で活発な意見が言える場にしていきたい。

構成団体

○前回（令和５～６年度） ●今回（令和７～８年度）

メンバー

・任期は令和８年度末まで。有識者、市内企業や機関・団体から選出された方、一般公募委員

１１名で構成。

・年間２回程度の会議を開催。このほか、事業に関する意見徴集をさせていただきたい。

大野市男女共同参画推進委員会　選出団体一覧

№ 選出区分 団体名 № 選出区分 団体名  （視点）

1 学識経験者 福井大学 1 学識経験者 福井大学  ▶学識経験者

2 関係団体代表者 大野市小中学校校長会 2 関係団体代表者 大野市小中学校校長会  ▶教育現場

3 関係団体代表者 大野市社会教育委員の会 3 関係団体代表者 大野市社会教育委員の会  ▶社会教育

4 関係団体代表者 大野市区長連合会 4 関係団体代表者 大野男女共同参画ネットワーク  ▶生涯学習

5 関係団体代表者 大野男女共同参画ネットワーク 5 関係団体代表者 大野市PTA連合会  ▶家庭教育

6 関係団体代表者 大野市壮年団体連絡協議会 ▶ 6 関係団体代表者 大野商工会議所  ▶経営者

7 関係団体代表者 大野市PTA連合会 7 関係団体代表者 子育て世帯にやさしい企業(大野市
の認定企業）  ▶職場環境

8 関係団体代表者 大野商工会議所 8 関係行政機関職員 福井県奥越健康福祉センター  ▶健康福祉

9 関係行政機関職員 福井県奥越健康福祉センター 9 一般公募 女性枠  ▶生活・労働環境

10 一般公募 10 一般公募 女性枠  ▶生活・労働環境

11 一般公募 11 一般公募 若者枠  ▶生活・労働環境
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